
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談場所 受付時間 電話 担当地域 

茨城県庁 
８時３０分～２２時 
(土日・祝祭日を含む) 

029-301-3200 県内全域 

水戸市保健所 

平日  9～17時 

029-３５０-７６５０ 水戸市 

中央保健所 ０２９-２４１-０１００ 笠間市、小美玉市、茨城町 

ひたちなか 

保健所 
029-265-5515 

常陸太田市、ひたちなか市、常陸

大宮市、那珂市、東海村、大子町 

日立保健所 0294-22-4188 日立市、高萩市、北茨城市 

 

ほけんだより１月号 

 

令和３年１月２７日 茨城県立日立工業高等学校定時制 保健室  思い通りになら

なくてイライラし

たり、いやな言い

方をされてムッと

したり･･･。「怒り」

は誰の心にもある

ものです。ただ、振

り回されてしまう

と疲れてしまいま

す。上手に付き合

うにはどうしたら

いいでしょうか？ 

 

 

 

 

 

県の緊急事態宣言が出されています 

イライラと上手に付き合いましょう 

そこで・・・改めて皆さんにお願いです！ 

 

先週、茨城県独自の緊急事態宣言が発令されました。期間は１月１８日から２月７日までで

す。一人一人の正しい理解と行動で、感染拡大を防いでいきましょう。 

 

 

 ・手洗い、手指消毒を徹底する。 

・マスクを着用する。 

・換気をする。 

・周りの人と近づきすぎない。 

・毎日登校前に体温を測り、熱が高い場合やかぜの症状がある場合は自宅で休養

する。 ➝ 登校後、健康チェックシートに記入する。 

・食事・睡眠・運動など基本的生活習慣を確立し、ウイルスに負けない体をつくる。 

 

◎新型コロナウイルス感染症に関する地域の相談窓口 
※下の表は、発熱などの症状があり、かかりつけ医がいない場合の受診先の案内です。 

かかりつけ医など地域で身近な医療機関がある場合は、まずはそこに連絡をしてください。 


